
 
 
 
 
いつも皆様方には、格別のご高配を賜り、厚く御礼
申し上げます。 
朝夕冷え込む季節となりましたが、お元気にお過ご
しでしょうか。 
先般の介護保険法改正を受け、今年度より制度が大
幅に変わり、同時に報酬改定も行われました。しか
し、早くも次の改正に向け動き出しているようです。 
今回の改正は、私たち介護事業所にとっても大変厳
しいものでしたが、厚生労働省は次回改定に向け暫
定の指針を打ち出しました。これは、私たち介護事
業所だけでなく、介護を受ける方々にとっても厳し

い内容（優しくない）と受け取らざるを得ず、大変
愕然と致しました。 
この指針が現実になれば、今まで社会の為に貢献し
て下さった方々にまで、その影響が及びかねません。 
この制度設計で、介護を受けざるを得ない状態に
なった方が、果たして安心して生活を営むことがで
きるのでしょうか。そもそも、社会保障とはそうい
うものなのでしょうか・・・ 
制度を持続させるためにやむを得ないと理解しつつ
も、複雑な思いを禁じえません。 
ますます進む高齢社会に向け、高齢者を支える仕組
みを私達介護職も考えていかねばならないと、真剣
に思っております。 
向寒のみぎり、お風邪にはお気をつけてお過ごし下
さい。 
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その方は、弊社のケアマネ職員が担当だった方です
が、癌に罹患して抗癌剤を投与しておりました。負
担が大きい事から、ご家族様が自宅で看取る事を決
め、癌の痛みにもじっと耐えて弱音を吐かない方で
した。 
 
奥様がずっと傍で、ご主人様の身体を摩りながら、
自宅介護しておりましたが・・・ある日奥様がお風
呂に入る為、主人様の傍を離れようとした時でした。
ご主人様が力の限り発した言葉が「ありがとう」
と・・・ 
奥様が戻ってくると息を引き取っていたとの事。先
ほどの言葉が最期の言葉だったのかと泣き崩れてし
まったと・・・ 

 
その後、担当のケアマネが、ご主人様に最後のお別
れに訪問した時のこと。 
亡くなる当日、看護師さんが訪問した時に、奥様と
こんなことを話されていたそうです。その看護師さ
んいわく「奥様、いいケアマネさんにめぐり合って
良かったねって、ご主人様と一緒に話していたのよ。
それを聞いて、私まで涙が零れてしまったわ」と。 
こんな話を、担当ケアマネは泣きながら、私に報告
してくれたのです。それを聞いた私も涙、涙・・・ 
私達介護職は、ご利用者様が最期を迎えるまでの間
に、果たしてどれだけの事ができたのか。こういう
時はいつも自問自答してしまいます。ご本人様が最
期を何処で迎えるのか・・・その決断は、ご本人や
ご家族様にとって「死」という現実が目の前に現れ
た瞬間だったと思うと、心が痛みます。 
 
介護職として、ご本人様やご家族様の辛い想いにい
かに添えるかが大切なことなのだと改めて実感し、
そして心に誓いました。 

サンライズの物語 

「あなたが担当で本当によかった。ありがとう・・・」 

介護職にとって、これほどうれしい言葉はない。 

光栄に思うとともに、身が引き締まったお話 



広報誌「ライジング・サン」のバックナンバーは、弊社ホームページでもご覧いただけます。 

ぜひお立ち寄り下さいませ。http://www.samaba.jp/back-number/ 

＜自己紹介＞ 
デイサービス、訪問ヘルパーと福祉の仕事に携わり、ご利用
者様からはたくさんのことを教えていただきました。 
2015年5月に入社し、社長をはじめ頼もしい先輩方がいるサ
ンライズで、ご利用者様・ご家族様が日々の生活を安心して
過ごせるよう、ご指導をいただきながら努力し、頑張ってま
いります。また、10月に葛飾事業所に異動となりました。今
後ともよろしくお願い致します。 

（代表・井上より） 
とても優しい言葉遣いと、何事にも前のめりな性格で、頑張って仕
事に取り組んでいます。わからないことがあれば熱心に質問する姿
勢には、とても感心させられます。10月からサンライズ葛飾に異動
になりましたが、今や大変頼もしく、なくてはならない存在です。
ご利用者様にもよりよいサービスが提供できる方だと確信しており
ます。 

スタッフ紹介 
居宅介護支援事業所（葛飾） 
介護支援専門員 

山中 弘美 

平成27年5月入社 

出身地：東京都 

血液型：Ａ型 

資格：介護支援専門員 

＜プロフィール＞ 

年間何人ぐらいが後見制度を利用しているの？利用

のきっかけって何？誰が後見人になっているの？ 

などの統計を最高裁が年度ごとに統計でまとめてい

ますので、今回は平成２６年度の統計の一部をご紹

介いたします。（裁判所のＨＰ 

http://www.courts.go.jp/about/siryo/kouken/） 

司法書士 清澤晃先生が教えます！ 

後見制度の統計
（申立件数や 
利用のきっかけ等） 

［連載第六回］ 

誰にでもわかる 

成年後見制度 

清澤司法書士事務所 代表司法書士 
清澤 晃 先生 

清澤司法書士事務所  公式HP http://ak-houmu.com/ 
ご質問、お問い合わせはお気軽に！ 

利用者総数で20万人弱です。厚生労働省によると、

2025年には約700万人（高齢者の5人に1人）が認知

症になると推定されています。果たして、今後の後

見制度の動向はどうなるのでしょうか？？？ 

◎申立件数・・・34,373件（うち、成年後見：27,515件 保佐：

4,806件 補助：1,314件 任意後見738件） 

◎審理期間・・・1ヶ月以内：47.6％ 2ヶ月以内：29.3％ 3ヶ月

以内：12.1％ 4ヶ月超：11％ 

◎本人と申立人との関係・・・子供：32.1％ 市区町村長：16.4％ 

兄弟姉妹：13.5％ 次順位以降（その他の親族、本人自身、配偶者、

親） 

◎申立のきっかけ・・・1位：預貯金等の管理・解約：42％ 2位：

介護保険契約（施設入所等のため）：18％ 3位：身上監護：11％ 

◎本人と後見人等との関係・・・1位：司法書士：25％（8,716人） 

2位：弁護士：20％（6,961人） 3位：子供：18％（6,386人） 

◎後見制度利用者総数・・・184,670件（平成26年12月末時点） 

（うち、成年後見：149,021件 保佐：25,189件 補助：8,341件 

任意後見：2,119件） 

先日実施致しました満足度調 
査の集計が完了し、弊社ホー 
ムページに公開しております。 
また、全ご利用者様にも集計 
結果書類を郵送し、関係サー 
ビス事業者様にも配布してお 
ります。 
本当に、貴重なご意見をたくさんいただきました。
誠にありがとうございます。 
お褒めのお言葉もたくさんある中で、厳しいご意
見も頂戴しております。 
今回、一切の修正をすることなく、ありのままを
すべて公開しております。どんなに耳の痛いお言
葉であっても、取り繕うことなく、一言一句その
まま掲載しております。それが当然だと考えます。 
私たちは、たとえお叱りのご意見であっても、そ
れを貴重な「宝」として真摯に受け止め、今後の
サービス向上に役立ててまいります。 
どうか、今後ともサンライズをよろしくお願い致
します。 

◎平成27年度  
ご利用者様・ご家族様満足度調査の 
集計結果を公開致しました！ 
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